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令和３年（ワ）第７６４５号 「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 

原告 山縣真矢 外７名 

被告 国  

証 拠 説 明 書 （甲Ａ号証） 

 

                  ２０２３（令和５）年９月２８日 

東京地方裁判所民事第４４部甲合議１Ａ係 御中  

 

              原告ら訴訟代理人 

弁護士  上 杉 祟 子 

同   寺 原 真希子 

ほか 

 

号証

（甲） 

標 目 

（原本・写しの別） 

作 成 

年月日 
作成者 立 証 趣 旨 

甲 A433 前川直哉『男の絆――

明治の学生からボーイ

ズ・ラブまで』（2011年、

筑摩書房） 

原

本 
2011.5.25 前 川 直

哉 

⑴江戸時代において、男性間

の性行為が町人にふさわしい

美徳を失わせ、個人どうしの

深いつながりが「家」への忠

誠を誓わせる幕藩体制の秩序

を脅かし、幕府の統治を妨げ

る、主君と家臣という上下関

係に対する脅威になるとの考

えから、しばしば規制の対象

とされたこと 
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⑵江戸時代における男色に

は、年上が能動側、年下が受

動側という年齢による明確な

役割分担があり、男性間の性

行為一般が社会において容認

されていたわけでも、男性間

の恋愛・性愛が自然な性のあ

り方として認識されていたわ

けでもないこと 

⑶１８７３年の鶏姦罪の制定

に際し、二等書記生・高鋭一

から、「文明進歩の今日、この

ような醜い行い（＝鶏姦）に

よって世界の笑いものになる

ことがないよう」願うとの意

見書が提出されたこと 

以上 


